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「誰も自殺に追い込まれること
　　のない上田市」の
 実現を目指して　 

　

　近年、全国での自殺者数は年々減少傾向にありますが、依然として毎年２万人を超えており、

上田市においても毎年２０人以上の市民が自殺で亡くなられているという深刻な状況が続いてお

ります。

　上田市では、こころの健康づくりに関する講座等の普及・啓発と合わせ、自殺対策として、

２０１５年度からゲートキーパー養成研修会等を開催し、自殺予防の啓発と人材育成活動にも力を

入れてまいりました。

　そのような背景の中、２０１６年４月に自殺対策基本法が改正され、誰もが生きることの包括的

支援を受けられるような社会を目指し、全ての都道府県及び市町村に「自殺対策計画」の策定

が義務づけられました。

　上田市においても、これまでの実績を踏まえ、市民の皆様一人ひとりが、命の大切さ、絆の

大切さを認識し、自殺を選択しないこと、また、自殺を考えている人を救うことができるよう、

自殺対策を総合的に推進するための指針として本計画を策定いたしました。

　自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、また、個人の問題ではなく、未然に防ぐこと

ができる社会的な問題であるということを市民の皆様とともに認識・共有し、「誰も自殺に追い

込まれることのない上田市」の実現を目指してまいります。

　本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました上田市自殺対策計画策定検討会議の委員の皆

様をはじめ、パブリックコメント等で貴重なご意見をいただきました市民の皆様方に心から感

謝申し上げます。

　　　２０１９年３月
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第　

１　

章1　趣旨
　　我が国の自殺者数は１９９８年（平成１０年）以降、２０１１年（平成２３年）までに１４年連続で３万人を
超える状態が続いていました。こうした背景の中、２００６ 年（平成１８年）１０ 月に「自殺対策基本
法」（以下、「基本法」という。）が制定され、翌年「自殺総合対策大綱」が策定されました。
　　以降、「個人の問題」と認識されがちであった自殺は「社会の問題」として広く認識されるよう
になり、国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、自殺者数は減少傾向になりました。
　　しかし、依然として年間２万人を超えており、自殺死亡率も主要先進７か国の中で最も高く、
非常事態はいまだ続いている状況です。
　　そのため２０１６ 年（平成２８年）４月には基本法が改正され、自殺対策の地域間格差を解消し、誰
もが「生きることの包括的な支援」として必要な支援を受けられるよう、すべての都道府県及び
市町村に自殺対策計画を定めることが示されました。
　
　　上田市では、２０１６年（平成２８年）３月に策定した「第二次上田市総合計画」において、目指すべ
き将来都市像に「ひと笑顔あふれ輝く未来につながる健幸都市」を掲げ、市民一人ひとりがライ
フスタイルにあった幸福を感じ、健康に暮らし、生涯にわたって活力と笑顔あふれるまちを実現
するための各種施策を進めています。
　　特に、自殺対策に関する取組としては、「こころの健康づくり講座」などの普及啓発活動、「ゲ
ートキーパー※養成研修会・フォロー研修会」などの人材育成活動及び各種の相談や支援活動を
中心に進めてまいりました。
　　こうした取組もあり、上田市においても年間の自殺者数は減少傾向にありますが、毎年２０人以
上の方が自殺に追い込まれているという深刻な状況に変わりありません。
　　自殺は、国の大綱にも示されているとおり、その多くが追い込まれた末の死であり、自殺の背
景にはさまざまな社会的要因があり、その多くは防ぐことができる社会的な問題です。
　
　　上田市は、「いのち」の大切さ、「絆（きずな）」の大切さを改めて認識し、「生きることの包括的
な支援」を推進し、市民一人ひとりが自殺予防の主役となり、自殺を考えている人を一人でも多
く救うことができる、～「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」～を目指してまいります。
　　本計画は、そのための総合的な自殺対策の取組方針を示し、基本施策・重点施策を明確にし、関
係機関と連携を図りながら自殺予防対策を総合的に推進するための指針として策定するものです。

※ゲートキーパー：悩んでいる人に気づき、声をかけて話を聞き、必要な支援につなげ見守る人のこと

2　計画の期間
　　この計画の推進期間は、「第三次上田市民健康づくり計画」の目標年度との整合性を図るため、
２０１９年度から２０２３年度までの５箇年とします。
　　また、毎年計画の取組状況や課題の整理を行うとともに、社会情勢の変化などを踏まえ、必要
に応じ計画の見直しを行います。
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第１章猿計画の基本的な考え方

第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１章章章章章章章章章章章　計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画のののののののののの基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本的的的的的的的的的的なななななななななな考考考考考考考考考考ええええええええええ計画の基本的な考え方方方方方方方方方方方



3　計画の位置付け
　　この計画は、自殺対策基本法第１３条第２項の規定により、国の「自殺総合対策大綱」及び「第
３次長野県自殺対策推進計画」に地域の実情を勘案して上田市の自殺対策について定めるもので
す。
　　また、「第二次上田市総合計画」及び「第三次上田市民健康づくり計画」を上位計画としての行
動計画です。
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第二次上田市総合計画
2016年度から2025年度
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※　自殺対策の上位計画である「第三次上田市民健康づくり計画」のこころの分野において、自殺
予防対策の取組について以下のように掲げています。
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第１章猿計画の基本的な考え方

　　いきいきと自分らしく生きるためには、身体の健康と同様に、こころの健康を維持すること
が重要です。充分な睡眠や休養、ストレスと上手につきあうことなどで心身の疲労を回復する
ことが重要です。
　　また、自殺の背景としてこころの病気が多く介在していることから、市民の理解を深めるこ
とや専門相談機関の周知を促進し、当事者が支援を求めやすい環境をつくるなど自殺予防に取
り組むことが重要です。

　　　　　　こころの健康を保ち、生きがいをもって自分らしい社会生活を送ろう

　　○自殺予防の推進と人材育成の促進
・自殺に関する正しい知識の普及・啓発を図るとともに、学校などと連携して児童・生徒の自
殺対策に資する教育を推進します。
・自殺対策にかかわる人材を確保・養成するため、研修や出前講座を実施し、ゲートキーパー
の育成を進めます。
・悩みを一人で抱えないよう、悩みに応じて相談できる専門機関について情報発信します。
・庁内関係課やさまざまな分野の関係機関・団体が連携して、総合的に自殺対策の取組を進め
ます。

こころの分野における基本的な考え方

目標

市の取組



4　自殺対策の基本方針
　　２０１７年（平成２９年）７月に閣議決定された自殺総合対策大綱を踏まえて、上田市では以下の５項
目を自殺対策の基本方針とします。

　（１）生きることの包括的な支援として推進する
　　自殺はその多くは追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題で
あるとの基本認識の下、自殺対策は「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす取
組に加えて、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やす取組を行い、相反す
る双方の取組を通して、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、生きることの包括的な支
援として推進する必要があります。

　（２）関連施策との連携による総合的な対策の展開
　　自殺を防ぐには精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含むさまざまな取組が
必要です。また、このような取組を包括的に実施するためには、さまざまな分野の関係者や組
織等が、それぞれ自殺対策の一翼を担っているという自覚のもと、緊密に連携する必要があり
ます。

　（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動
　　自殺対策は、個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」、包括支援を
行うための関係機関等による実務連携などの「地域連携のレベル」、法律・大綱・計画等の枠組
みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれらを総合的
に推進するものとします。
　　また、時系列的な対応としては、「事前対応」「自殺発生の危機対応」「事後対応」の各段階ご
とに、効果的な施策を講じる必要があります。
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＜NPO法人ライフリンク作成＞



第　

１　

章

　（４）実践と啓発を両輪として推進
　　自殺は「誰にでも起こりうる危機」ですが、危機に陥った人の心情や情景は未だ十分に理解
されていないのが実情です。そのため、そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、
誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の共通認識となるように、積極
的に普及活動を行うことが重要です。
　　また、すべての市民が身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づくと
ともに、気づいたら速やかに専門家につなぎ、見守っていけるよう、広報活動、教育活動等に
取り組んでいくことが必要です。

　（５）関係者の役割の明確化と連携・協働の推進
　　「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、上田市だけでなく、国、県、
近隣自治体、関係団体、民間団体、企業、そして市民一人ひとりと連携・協働し、自殺対策を
総合的に推進することが重要です。そのため、それぞれが果たしうる役割を明確にするととも
に、情報を共有し、相互連携・協働の仕組みを構築してまいります。（各役割については、『第
３章自殺対策における取組』を参照）
　　「誰も自殺に追い込まれることのない上田市」の実現に向けて、上田市民一人ひとりが一丸と
なってできる取組を進めていくことが重要です。
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第１章猿計画の基本的な考え方

段階に応じた対応の内容
・事前対応…心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患等についての正しい知識の

普及啓発等、自殺の危険性が低い段階での対応
・危機対応…現に起こりつつある自殺の危険に介入し、自殺を防ぐための対応
・事後対応…自殺で身近な人を亡くした遺族や職場の同僚等への支援や、自殺未遂をした人が再

び自殺行動に至らないようにするための支援等の対応



5　計画の目標値
　　上田市の自殺死亡率※の目標値は計画期間の２０２３年までに２０１５年の自殺死亡率１６.９を２０％以上
減少（死亡率１３.５以下）とします。
　　なお、国は大綱において、２０２６ 年までに自殺死亡率を １３.０以下に、また長野県は２０２２年までに
１３.６以下にすることを目標としています。

6　これまでの取組実績
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目標値現状値　２０１５ 年区分指　標

13.5以下（２０２３年）16.9上田市
自殺死亡率※

（人口10 万対） 13.6 以下（２０２２年）18.2長野県

13.0 以下（２０２６年）18.5全　国
　　　＊上田市の現状値：第三次上田市民健康づくり計画　こころの分野　達成度をはかる指標と目標値（「地域に
　　　　　　　　　　　　おける自殺の基礎資料（警察庁データ）」）
　　　＊長野県・全国：第３次長野県自殺対策推進計画（人口動態統計）
　　※自殺死亡率：人口10万人当たりの自殺者数

２０１７
年度

２０１６
年度

２０１５
年度

２０１４
年度

２０１３
年度

011151回　数こころの健康づくり
講座

普及啓発

0233151279190延人数
随時随時随時随時随時相談窓口一覧の配布

相談窓口の周知
－－作成－－リーフレットの作成

22222啓発用ティッシュの
配布回数

自殺予防週間等
の啓発活動

46666広報・有線等の掲載
12111回　数

自殺対策関係者会議ネットワー
クの構築 1323101312人　数

随時随時随時随時随時死亡統計等からの実態把握実態把握
1－－－－回　数こころ・法律・仕事の

なんでも相談会（長野
県・日本財団・ライフ
リンクと共催）

相談・　
支援事業

36－－－－人　数

随時随時随時随時随時各窓口での相談
3836302625回　数

ひきこもり相談
8894838067人　数
55556回　数

ひきこもり家族教室
80130130156127延人数
－9－134回　数ゲートキーパーの役割

の周知

人材育成

－243－471188延人数
666－－回　数

ゲートキーパー養成研
修会 365858－－実人数

110158138－－延人数
22－－－回　数ゲートキーパーフォロー

研修会 3937－－－延人数



　

１　自殺死亡率の推移　―自殺死亡率は国や県に比べ低くなっている―
　　国及び県の自殺死亡率は徐々に低下しています。上田市でも、年ごとに若干の増減はあります
が、全体的には国・県と同様に低下傾向にあります。
　　また、２０１５年・２０１６年の上田市の自殺死亡率は、国や県を下回っています。（図１、表１）

表１　自殺者数・自殺率の推移　
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第　

２　

章

第２章猿上田市の自殺の現状と課題

第第第第第第第第第第第22222222222章章章章章章章章章章章　上上上上上上上上上上田田田田田田田田田田市市市市市市市市市市のののののののののの自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺のののののののののの現現現現現現現現現現状状状状状状状状状状とととととととととと課課課課課課課課課課上田市の自殺の現状と課題題題題題題題題題題題

＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

２０１６年２０１５年２０１４年２０１３年２０１２年２０１１年２０１０年２００９年

2627362636382630自殺者数
上田市

16.316.922.416.122.723.916.318.7自殺率

368404463416466492526546自殺者数
長野県

17.218.821.419.221.722.824.325.2自殺率

21,70323,80625,21827,04127,58930,37031,33432,485自殺者数
全　国

17.018.619.621.121.824.024.725.6自殺率

＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞



2　性別・年齢別の特徴　―50歳代の男性が多い―
　　２０１２年から２０１６年までの５年間の自殺者数では、男性が全体の約７０％を占めています。年代別
にみると、５０歳代の自殺が最も多くなっています。（図２）

3　原因・動機　―原因・動機は健康問題が多い―
　　原因・動機別では、男女ともに健康問題が最も多く、特に女性は６３.３％を占めています。２番目
の理由として男性は経済問題、女性は家庭問題となっています。（図３）

　　しかしながら、ｐ１４のように、自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、さ
まざまな要因が連鎖する中で起きています。

4　自殺者における自殺未遂歴の有無 ―女性の自殺者の約3割が自殺未遂を図っている―
　　２０１２年から２０１６年における自殺者のうち、１３.９％が自殺未遂を図っています。特に、女性は
３０.２％に自殺未遂歴があり、男性に比べて割合が高くなっています。（図４）
　　自殺のリスクが高くなる自殺未遂歴を有する人を把握し、アプローチすることは自殺を予防す
るうえで重要であり、救急搬送先となる医療機関や精神科病院、救急搬送を担う消防署との連携
が不可欠です。
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＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞

＜厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察庁データ）＞



5　相談・支援体制の構築
　　上田市が２０１６年に実施した上田市民健康づくり計画策定のためのアンケート調査結果によると、
これまでの人生の中で本気で自殺を考えたことのある人は１３.１％であり、自殺をしたいと思った
とき誰にも相談しなかった人は、半数以上の５６.７％にも及んでいます。（図５、図６）

　　身近な人が、悩みを抱えている人の様子に目を向け、早めに自殺のサインに気づけるよう、自
殺を未然に防ぐことができるための地域づくりが必要となります。そのためには、ゲートキーパ
ーの役割を果たせる人材を増やすなどの効果的な対策を行うことが必要です。

　　一方で、全国的に自殺防止に取り組むNPO法人自殺対策支援センターライフリンクによる<自
殺実態白書２０１３>によれば、自殺を実行した人の７０％が亡くなる前に、医療や行政等の専門機関
に相談しており（図７）、また、厚生労働省補助事業、２４時間３６５日電話相談<よりそいホットライ
ン平成２８年度報告書>によれば、「今、自殺しようと思い悩んでいる方」というガイダンスを選ん
だ方の、８０.１％が、何らかの相談機関に相談履歴がある（図８）という報告もあります。
　　本気で自殺を考えた、そのときには、誰にも相談していないけれども、そこに追い込まれる過
程では、相談しているという可能性も十分に考えられます。
　　自殺をしたいと思ったときの相談支援の充実と同時に、そこに至るまでの過程に対応するため、
学校関係や福祉部門、障がい担当部門、企業や医療機関、各相談機関などの関係機関との地域横
断的な連携が必要であり、ネットワークの構築を推進していくことが重要です。特に複合的な問
題を抱えている場合には、相談者へ寄り添い、担当が異なる場合には、適切に担当者へつなぐこ
とも重要です。
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＜2016年度「健康づくり計画策定のためのアンケート調査」＞

＜2016年度「健康づくり計画策定のためのアンケート調査」＞



6　「地域自殺実態プロファイル」による分析　―支援が優先されるべき対象群―
　　自殺総合対策推進センターの分析から、２０１２年から２０１６年の５年間において自殺者数の多い上
位５区分が地域の主な自殺の特徴として抽出されました。（表２、図９、図１０）

　　上田市では、これらの５区分を、上田市として支援が優先されるべき対象群として、重点的に
支援を進めます。

　（１）上田市の主な自殺の特徴（特別集計　自殺日・住居地、２０１２年～２０１６年合計）表２
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（自殺で亡くなった方の軌跡）

全体３０５人から不明（２３人）を除いた２８２人のうち
・相談機関に行っていた　２０２人（７２％）
　　（相談先の内訳は　図７）
・どこにも相談に行っていなかった　８０人（２８％）

<自殺実態白書２０１３（ライフリンク）>

＜一般社団法人社会的包摂サポートセンター　
　よりそいホットライン　平成28年度報告書＞
　自殺防止専門ラインを利用した1000件の抽
出からの調査結果

背景にある主な自殺の危機経路**自殺率*
（１０万対）割合自殺者数

５年計上位５区分

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋
身体疾患→自殺37.815.2%23１位：男性６０歳以上無職同居

配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋
仕事の失敗→うつ状態→自殺23.112.6%19２位：男性４０～５９歳有職同居

身体疾患→病苦→うつ状態→自殺16.811.3%17３位：女性６０歳以上無職同居

職場の人間関係／仕事の悩み（ブラック企
業）→パワハラ＋過労→うつ状態→自殺22.07.9%12４位：男性２０～３９歳有職同居

失業→生活苦→借金＋家族間の不和→うつ
状態→自殺188.87.3%11５位：男性４０～５９歳無職同居

 ＜2017年　自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」＞
順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順とした。
*自殺率の母数（人口）は2015年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。
**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書2013（ライフリンク）を参考にした。



　

　（２）有職・無職別の特徴
　　男性・女性ともに、無職者の割合が全国平均に比べて高い傾向にあります。（図１１、図１２）
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　（３）勤務・経営関連資料による特徴
　　労働者数５０人未満の小規模事業場ではメンタルヘルス対策に遅れがあることが指摘されており、
地域産業保健センター等による支援が行われています。自殺対策の推進の上でも地域の関係機関
との連携による小規模事業所への働きかけが望まれます。（表３、図１３、表４）

表３　有職者の自殺の内訳　　
　特別集計（自殺日・住居地、２０１２年～２０１６年合計、性・年齢・同居の有無の不詳を除く）
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全国割合（％）上田市割合（％）自殺者数（人）職　業

21.4%15.4%8自営業・家族従業者

78.6%84.6%44被雇用者・勤め人

100.0%100.0%52合　計

出向・派
遣従業者
のみ

１００人
以上

５０～９９
人

３０～４９
人

２０～２９
人

１０～１９
人

５～９
人

１～４
人総数

２２７５１２８２２２２９０９１６１,４３９４,８１７７,９０９事業所数

－１９,６３０８,６６３８,２７８６,９７１１２,２４８９,４４２１０,２８４７５,５１６従業者数



　（４）高齢者関連資料による特徴
　　男性・女性ともに、全国に比べて８０歳以上の同居有りの方の自殺の割合が高い傾向にあります。
（図１４、図１５）

６０歳以上の自殺の内訳（特別集計　自殺日・住居地、２０１２～２０１６年合計）
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　（５）自殺の要因に関する分析
　　自殺の原因はひとつではなく、多くの場合、多様な要因が重なっていると言われています。
　　図はライフリンクが行った実態調査から見えてきた「自殺の危機経路（自殺に至るプロセス）」で
す。
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「1000人実態調査」から見えてきた

自殺の危機経路
自殺は、平均すると４
つの要因が複合的に連
鎖して起きている

＜NPO法人ライフリンク作成＞



1　施策体系
　　上田市の自殺対策は大きく３つの施策群で構成されています。
　　国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、すべての市町村が共通して取り組むべ
きとされている「基本施策」、上田市の自殺の実態を踏まえてまとめた「重点施策」、さらにその
他の事業をまとめた「関連施策」です。
　　基本施策は「地域におけるネットワークの強化」や「自殺対策を支える人材の育成」等、主に
地域で自殺対策を推進するうえで欠かすことのできない基盤的な取組です。
　　一方、重点施策は上田市のおもな自殺の特徴である勤務問題、生活困窮問題とハイリスク層で
ある高齢者に焦点を絞った取組です。
　　また、関連施策は上田市において、すでに行われているさまざまな事業を自殺対策と連携して
推進するために取組の内容ごとに分類した施策群です。
※関連施策はｐ３７からの資料編に掲載してあります。
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2 　基本施策
　基本施策1　地域におけるネットワークの強化
　　自殺対策を推進する基盤となる取組が、地域におけるネットワークの強化です。自殺対策は、
保健、医療、福祉、教育、労働その他さまざまな分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要
があります。連携の効果をさらに高め、「生きることの包括的な支援」を実施するため、地域にお
けるネットワークの構築及び強化を図ります。

【目標】
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担当課・団体内　　　　容取　　　組

健康推進課

自殺対策について各関係機関からの意見を踏ま
え総合的に検討し、自殺対策事業につなぎます。
また、関係機関との連携を強化し、社会全体での
取組を推進します。

上田市自殺対策連携会議

【充実】

健康推進課
思春期保健について情報交換や課題検討を行い、
関係機関が連携をとり、思春期の子どもたちへ
の支援をします。

思春期保健関係者連携会議

障がい者支援課
上小圏域障害者総合支
援センター

上小圏域の障がい児・者の福祉について、医療・
保健・福祉・教育及び就労等に関係する機関との
ネットワークを構築し、障がい児・者の自立を支
援します。

上小圏域障がい者自立支援協
議会

子育て・子育ち支援課
健康推進課
保育課
上田市立産婦人科病院

子育て支援について、子育て支援コーディネー
ターや母子保健コーディネーター、市の関係課
の担当者により情報共有や課題検討等を行い、
充実した子育て支援につなぎます。

子育て世代包括支援センター
会議

上田警察署
自殺のおそれのある者を把握した場合に関連機
関へ情報提供を行います。

自殺言動者の情報提供

信州上田医療センター

自殺未遂者を把握した場合に、再企図を防止す
るためソーシャルワーカーによる面接を行い、
患者や家族の同意を得たうえで関連機関への情
報提供を行います。また、専門医や専門医療機
関につなぎ、早期治療に結びつけます。

自殺未遂者の情報提供専門医
への紹介・連携

上田保健福祉事務所
信州上田医療センター

自殺未遂者の再企図を防ぎ、自殺対策に携わる
関係者の連絡を図り、地域の支援体制を整備推
進することを目的に開催します。

自殺未遂者に関する連絡会

上田保健福祉事務所
信州上田医療センター

在宅で療養する重症難病患者の在宅療養を支援
することを目的に、難病医療連携病院と連携を
図りながら短期一時入院の受け入れを行います。

長野県難病医療ネットワーク

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

計画に基づく施策を着実
に展開するため

年１回以上年１回
上田市自殺対策連携会議
の開催数



　基本施策2　自殺対策を支える人材の育成
　　人材の育成は、自殺対策を推進するうえで最も基本となる取組です。「生きることの包括的な
支援」にかかわる幅広い支援者等に対して、自殺対策に関する研修等を実施します。また、自殺
の危険を示すサインに気づき、適切に行動できるよう、必要な基礎的知識の普及を図ります。

【目標】
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担当課・団体内　　　　容取　　　組

健康推進課

こころの健康への理解を深め、周りの人の異変
に気づくこと、気づいた場合に適切に行動する
こと、必要時に適切な相談機関につなぐこと等
ができるよう、ゲートキーパーを養成します。

ゲートキーパー養成研修会

健康推進課
健康推進委員に対して、自殺対策に関する研修
を実施することで、地域のゲートキーパーとし
ての役割を担う人材を育成します。

健康推進委員研修会

総務課
健康推進課

新規採用職員研修にて、メンタルヘルスに関す
る講義を実施します。また、職員研修として、メ
ンタルヘルス研修、ワークライフバランス研修、
働き方改革研修、ゲートキーパー養成研修等を
実施します。

市職員の研修

学校教育課

学校職員を対象にゲートキーパー研修等を行い、
児童・生徒からの相談の受け方や指導方法、必要
時には適切な相談機関へつなぐ等の対応につい
て学ぶ研修を実施します。

学校職員の研修

認定NPO法人侍学園
スクオーラ・今人

「カウンセリングとなるとハードルが高いが、誰
かに話を聞いてもらいたい」そういった人達のゲ
ートのひとつを作ることを目的とし、理美容師
を対象に講座を行います。

LSS養成講座
（Life Suggest Stylist）

上田保健福祉事務所
希望する団体・企業に対し、ゲートキーパーに関
する講座を行うことで、自殺に関する基礎知識
の普及を図ります。

ゲートキーパー関連研修会
（出前講座）

（市民団体）
「上田・生と死を考える
会」

学校等において、児童・生徒に向けての「いのち
の教育」（デス・エデュケーション）を行うこと
ができる人材養成のための研修会を実施します。

「いのちの教育」（デス・エデ
ュケーション）の研修会・講
師派遣

上田薬剤師会
ゲートキーパー養成研修会の開催や「自殺予防」
「向精神薬過量服薬」への意識向上のための冊子
を配布します。

薬局向けの研修

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

自殺の危険を示すサイン
に気づき、適切に行動で
きる人を増やすため

受講者数の拡大実人数１４０人
（２０１５～２０１７年度）

ゲートキーパー養成研修
会受講者数



　基本施策3　住民への啓発と周知
　　自殺に対する誤った認識や偏見をなくし、いのちや暮らしの危機に陥った場合には誰かに助け
を求めることが適切であるということの理解を促進し、誰も自殺に追い込まれることのない地域
づくりを推進します。そのために、市民が自殺対策について理解を深めることができる機会を増
やし、市民一人ひとりの役割等についての意識が共有されるよう、普及啓発を図ります。

【目標】
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担当課・団体内　　　　容取　　　組

健康推進課
自殺予防のためのパンフレットを作成、配布し、
相談窓口等の周知と啓発をします。
（５年ごとの作成。最新版２０１５年度作成）

自殺予防パンフレット作成

健康推進課
消防警防課
上田薬剤師会
信州上田医療センター

一人でも多くの住民がこころの健康や自殺防止
に努めてもらえるよう、さまざまな場所で自殺
予防のためのパンフレットを配布し、啓発を図
ります。
（各相談窓口、救急法等講習会時）

自殺予防パンフレット配布

健康推進課
広報ｼﾃｨﾌ゚ﾛﾓーｼｮﾝ課

広報紙、ホームページ、行政チャンネル等で、自
殺対策の啓発として、さまざまな情報を提供し
ます。

広報等による情報発信

認定NPO法人侍学園
スクオーラ・今人

学園の授業を年に数回、一般公開しています。
コミュニケーションをとるのが苦手など、さま
ざまな「生きづらさ」を抱えた若者たちの問題に
向き合います。

公開授業

東信労政事務所
労働問題全般について、啓発を急ぐべき課題の
中から、地域の実情に合わせ時宜に適った課題
をテーマに講演会を実施します。

地区労働フォーラム

長野県産業労働部労働
雇用課
東信労政事務所

健康で安心して働ける環境づくりのため、職場
のメンタルヘルスについて講演会を実施します。心の健康づくりフォーラム

（市民団体）
「上田・生と死を考える
会」

いのちのあり方（生と死を考える）という観点か
らの学びの場を提供します。

生と死を考える啓発活動
（学習会・講演会）

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

市民が自殺対策について
理解を深める機会を増や
すため

年４回以上年４回
（２０１７年度）

広報等による情報発信の
回数



　基本施策4　生きることの促進要因への支援
　　自殺対策は「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自
殺に対する保護要因）」を増やす取組によって、自殺リスクを低下させることが大切です。そのた
め、さまざまな分野において「生きることの包括的な支援」を推進していきます。

１　妊産婦、子育てをしている保護者への支援の充実
　　妊産婦、子育て世代は生活環境や役割の変化、育児に対する不安等により悩みを抱えやすい時
期です。妊産婦、子育てをしている保護者への支援の充実を図り、自殺のリスク低下に努めます。
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担当課・団体内　　　　容取　　　組

健康推進課

産後間もない時期に医療機関等で行う産婦健診につ
いて市で助成します。精神的に最も不安定になりや
すい時期にエジンバラ産後うつ質問票（EPDS）を用
いて、健診を行うことで医療機関と連携し、必要時、
産後ケア事業などの適切な支援につなぎます。

産婦健康診査事業
（産後うつ対応事業）　　　
　　
【２０１９年度　新規事業】

健康推進課

出生児の家庭の全戸訪問によりお子さんの発達や育
児状況、保護者の健康状態を確認します。また、エジ
ンバラ産後うつ質問票（EPDS）を用いて、母親の産
後に抱える問題を評価し、必要な支援につなぎます。

新生児訪問
（乳児家庭全戸訪問事業）

子育て・子育ち支援課

新生児訪問等により育児に対する不安が強く、傾聴
支援を希望される方に対して支援員が家庭訪問を行
います。育児不安の軽減、解消や育児の孤立化を防
ぎます。

見守りし合わせ支援事業

子育て・子育ち支援課

全戸訪問事業等により、特に育児不安が強く家事・育
児援助が必要な家庭に対して支援員が家庭訪問を行
います。保護者への助言や育児環境の改善等により、
子どもへの虐待を防ぎます。

養育支援訪問事業

健康推進課
子育て・子育ち支援課

育児方法やお子さんの発達等に関するさまざまな不
安を聞き、支援が必要な家庭に対して適切な支援に
つなぎます。

お子さんに関する相談

子育て・子育ち支援課

子育て家庭が自由に遊び、保護者が情報交換を行う
場及び子育てに関する情報の提供、育児講座の開催、
子育てサークルの育成・支援により、子育ての負担軽
減、母親等のコミュニティ構築を図ります。また、子
育てに関する専門的な相談に応じ、保護者の不安軽
減、解消を図るとともに、支援が必要な家庭に対して
適切な支援につなぎます。

子育て支援センター

子育て・子育ち支援課

子育て中の母親の育児ストレスの解消や孤立化の防
止、健康増進、育児相談による不安の解消、母親等の
コミュニティの構築を図るため、フィットネス講座
等を開催します。

子育てママのリフレッシュ
事業

公民館
未就学児親子を対象とした講座を開催することによ
り、保護者同士のネットワークの形成を図ることで
孤立を防ぎます。

子育て応援講座

子育て・子育ち支援課
地域の中で子育ての援助を受けたい人と子育ての援
助ができる人同士を結びつけ、子育ての助け合いを
行い、保護者の負担軽減と孤立化を防ぎます。

ファミリー・サポート・セ
ンター



２　児童・生徒への支援の充実
　　児童・生徒は集団生活を通して、自己や他者への意識が高まり、友人関係のトラブルや自身と
の葛藤等さまざまな問題に直面することが予想されます。周囲の大人が異変に気づくことや、児
童・生徒が自ら自身の健康を保てる体制を整えます。

３　相談窓口及び相談体制の充実
　　さまざまな問題に直面している方が適切な場所に相談できる環境及び自殺の危機にある方を早
期発見・対応できる体制を整えます。
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学校教育課
上田市いじめ問題対策連絡協議会の開催や、各校のい
じめ防止基本方針の点検と見直し、個別支援等を行い、
いじめの早期発見、即時対応、再発予防を図ります。

いじめ防止対策事業

学校教育課

特別な支援を必要とする児童・生徒に対し、関係機関と
協力して一人ひとりに応じた相談を行います。さまざ
まな場面で予測される困難を軽減することで、児童・生
徒、保護者の負担軽減を図ります。

就学に関する相談

学校教育課
お子さんの教育上の悩みや心配ごとを相談員が面接や
電話で応じます。いじめや不登校等の問題を共に考え、
解決に向けて支援します。

教育相談

担当課・団体内　　　　容取　　　組

健康推進課

ひきこもりの問題を抱える家族及び本人に対して、個
別相談を行い、問題解決に向けて対処法を共に考えま
す。また、ひきこもり家族教室を開催し、ひきこもり
についての理解を深めるとともに同じ悩みを共有する
家族同士で支え合う機会を提供します。

ひきこもり対策事業

健康推進課
地域活動支援センタ
ーやすらぎ

不眠、意欲の減退、対人関係の悩み等、こころの状況
・病気に関することについて相談を受け、適切な機関に
つなげます。

こころの相談

福祉課
住民の福祉や利便性向上のため、総合的な福祉の相談
や案内を行います。

福祉総合相談

高齢者介護課
障がい者支援課

認知症・精神障がい・知的障がいなどにより、判断能
力の低下した住民が安心して地域で生活ができるよう
にするため、総合的な相談や専門機関への案内を行い
ます。

権利擁護の相談

長野県弁護士会
長野県司法書士会
長野県社会福祉士会
長野県行政書士会
上小圏域成年後見支
援センター

判断能力が不十分な高齢者・精神障がい者・知的障が
い者に対し、成年後見についての相談や手続きの手伝
い、専門職後見人の受任などを行い、安心安全な生活
ができるよう支援します。無料電話相談窓口を開設す
るなど、専門職等が相談支援を行っています。

成年後見支援事業

人権男女共同参画課
総合相談、女性に対する暴力相談、女性弁護士による
法律相談を実施し、問題内容に応じて関係者と連携し
ながら問題解決を図ります。

市民プラザ・ゆう相談事業
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市民課

ポルトガル語又は中国語（スペイン語と英語も可能）
で、外国人住民からの悩みごと相談を受けて、問題内
容に応じて、関係機関と連携しながら問題解決を図り
ます。

外国人住民総合相談

生活環境課

消費生活相談員による消費生活に関する相談、相続や
多重債務など、暮らしの中で生じた問題について相談
を受け付け、必要に応じて各種専門家を案内します。
また、弁護士相談を希望する方には、無料法律相談を
案内します。

消費生活相談

チャイルドライン
うえだ

１８歳までの子どもがかける専用の電話相談で、困って
いるとき、悩んでいるとき、どんなことでも話を聞い
て子どもたちの思いに寄り添います。

悩みを抱える子どもの電話
相談

上田薬剤師会
セルフメディケーションも含め健康に関する相談や薬
に関わらず医療・介護・福祉などの相談を受けます。受
診・服薬がない方でも相談を受けます。

健康相談（薬など）

上田市社会福祉協議会

認知症の高齢者、知的又は精神に障がいがある方で、
判断能力が不十分なため、日常生活での福祉サービス
の利用の仕方や、金銭管理等が上手くできない方を対
象に、福祉サービスを利用する手伝いや、日常的な金
銭管理を手伝うことで、住み慣れた地域で生活できる
よう支援します。

日常生活自立支援事業

上田市社会福祉協議会
全市民を対象にさまざまな相談に応じ、関係機関と連
絡を密にして問題の解決に努めます。（介護、福祉サー
ビス、家庭内問題等）

心配ごと相談事業

上田市社会福祉協議会弁護士によるさまざまな法的な悩み相談を行っています。法律相談事業

上田警察署
通報又は相談により、自殺企図者を把握した場合は、
保護し、関係機関と連携を図り、カウンセリングなど
へつなぎます。

警察に対する相談

上田保健福祉事務所精神科医師によるこころの相談を行います。精神保健福祉相談

上田保健福祉事務所
自死により身近な人を失った経験をした自死遺族を対
象とした分かち合いの場です。

上小地域自死遺族交流会
（あすなろの会上田）

（市民団体）
「上田・生と死を考え
る会」

配偶者や子供を亡くした（自死も含む）死別体験者が
語り合える場を持つことによって自らのケア（セルフ
ケア）の力を養う機会を提供します。

死別体験者をまじえての分
かち合いの会

健康推進課
精神保健相談窓口紹介のしおり（上田市精神保健福祉
のしおり）を用いてさまざまな相談窓口を紹介します。

精神保健福祉に関する窓口
の周知

よりそいホットライ
ン長野センター

２４時間３６５日フリーダイヤルによる何でも相談を実施
します。継続した支援が必要だと判断される場合、同
行支援や面談を行い、社会資源への適切なつなぎや、
必要な支援を検討します。

フリーダイヤルによる何で
も相談と直接支援



４　障がいのある方と支える家族への支援
　　障がいのあることで生きづらさを感じている方や、その当人を支える家族は日々の生活におい
て、さまざまな不安や困難感を抱えていることが予想されます。生活状況を把握し、必要な支援
を受けることで生活の質の向上や社会的な孤立を防ぐことにつながります。

５　楽しみ・生きがいづくり
　　日々の生活において、生きていく張り合いや、喜びを得ることで心身の健康を促進します。
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地域活動支援センタ
ーやすらぎ
健康推進課

精神障がいのある方の家族向けの講演会・交流会を実
施します。当事者同士が交流することで不安の軽減や
地域とのつながりの強化を図ります。

やすらぎ家族教室

健康推進課
断酒会はアルコールの問題を抱えている方とその家族
の自主グループです。当事者同士の交流と、定期的な
開催により断酒の継続を目指します。

断酒会への協力

障がい者支援課
地域活動支援センター

障がいのある方が地域において日常生活または社会生
活を営むことができる活動の場のひとつとして地域活
動支援センターなどを利用することにより、居場所や
他者とつながる機会をつくります。

障がい者向け施設の支援等

障がい者支援課
各種サービス提供機関
上小圏域障害者総合
支援センター

障がいのある方の抱えるさまざまな課題や相談に対し、
適切な支援を提供するために関係機関と連携し、各種
サービスの提供により日常生活の質の向上及び社会復
帰の促進等を図ります。

障がい福祉サービスや各種
福祉制度の支援

担当課・団体内　　　　容取　　　組

上田図書館
情報ライブラリー
丸子図書館
真田図書館

誰もが来館することができ、生涯学習の場としてご利
用できます。

図書館管理事業

公民館
講座の開催や行事のほか、公民館の利用者団体の活動
を応援することにより、仲間づくりや世代交流、生き
がいづくりを促進します。

公民館事業

スポーツ推進課
誰もがいつでもスポーツに親しむことができる機会を
提供します。

生涯スポーツ推進事業

交流文化芸術センター
多様な芸術に触れる機会の提供や、市民による創作・発
表と新たな地域文化の発信を行います。また、新たな
交流や活力、憩い、癒しの創出の場ともなります。

交流・文化施設運営事業

場づくりネット
（NPO法人申請中）

人々が支えあい、つながりあいながら、生きていくこ
とを喜べるような場をさまざまな人の協働でつくって
いきます。

おせっかい員（訪問ボラン
ティア）
各種自助グループやコミュ
ニティづくり



６　自殺対策の担い手・関係者に対する心のケアの促進
　　自殺対策の担い手となり得る職員及び関係者の心の健康を維持するための体制を整えます。

【目標】
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健康推進課

過去にゲートキーパー養成研修会に参加された方を対
象にフォロー研修を実施します。ゲートキーパーとし
てのスキルアップや活動する中で抱える問題の解決を
図ります。

ゲートキーパー養成講座フ
ォロー研修

学校教育課
児童・生徒の身近な存在である学校教職員に対し、健康
診断・ストレスチェックを行うことで職員の健康を保
ち、児童・生徒からの相談に対応できる体制を整えます。

学校教職員の健康管理

総務課

市職員は市民からのあらゆる相談窓口となります。市
職員に対し、健康診断や健康相談、ストレスチェック
を行うことで、健康を保ち、相談に対応できる体制を
整えます。

市職員の健康管理

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

全数実施100％
97.9％

（２０１７年度実績）
新生児訪問（乳児家庭全
戸訪問事業）実施率

２０１５年度比で１０％増加66％
56.0％

（２０１５年度産前・産後
アンケート調査）

子育てに不安を感じたと
きに、充分相談できた人
の割合

第２期上田市教育支援プ
ラン

小学校　97.0％
中学校　96.0％
（２０２０年度）

小学校　96.5％
中学校　93.6％
（２０１７年度）

「いじめはどんな理由が
あってもいけないこと」
と答える児童生徒（小学
校６年生、中学校３年生）
の割合



　基本施策5　未成年者の自殺対策の強化
　　児童生徒がいのちの大切さを実感できる教育に加え、社会において直面する可能性のあるさま
ざまな困難・ストレスへの対処方法を身につけるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）、こ
ころの健康の保持に係る教育等を実施し、自殺対策に資する教育の実施に向けた環境づくりを推
進します。
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学校教育課
健康推進課

中学生を対象に、悩みを一人で抱え込まずに周りに助
けを求めることの必要性を伝えます。実際に相談でき
る窓口を提示・周知し、相談しやすい環境づくりを行い
ます。

SOSの出し方に関する
教育

【２０１９年度　新規事業】

学校教育課
健康推進課
上田市立産婦人科病院

小学生、中学生を対象に助産師が講師となり、いのち
の大切さについて学習を深めます。

命の学級

学校教育課

児童・生徒に対して学校生活に関するアンケート調査
を行い、こころの健康状態や学級の状況を把握します。
必要時には適切な支援につなげ、学級の状況改善を図
ります。

学校満足度調査

学校教育課

専門的知識を持つ相談員を活用し、不登校等のさまざ
まな問題を抱える児童・生徒及び保護者の相談に応じ
ます。必要に応じて学校外の関係者とも連携し、不安
の軽減、解決を図ります。

スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー
の活用

学校教育課

不登校の児童や生徒に対し、学校や学校以外の場所で、
集団に入る力を身につけたり、心の安定を図ること、
学習できる場の提供を行います。保護者の方の相談に
も応じます。

不登校児童生徒支援事業

学校教育課
不登校など支援が必要な児童・生徒に対して継続した
支援が行えるよう、必要に応じ異なる学校間（小中・
中高）による連絡会議を開催し、情報共有を図ります。

異校間による連絡会議

学校教育課

ポルトガル語（スペイン語及び英語も可）で、外国籍
児童生徒及びその保護者からの就学、学校生活に関す
る相談に応じます。就学に際しては日本語教室の紹介、
就学後の相談に対しては、学校訪問や関係機関と連携
しながら問題解決を図ります。

外国籍児童生徒相談

人権男女共同参画課
中高生を対象に、デートＤＶに関する講演会を実施し
ます。相手を尊重することの大切さについて伝え、Ｄ
Ｖの発生を防ぎます。

デートＤＶ防止事業

生涯学習・文化財課
青少年本人や家族が抱えるさまざまな問題に対しての
電話相談窓口です。必要に応じて各専門機関につなぎ、
問題解決を図ります。

青少年電話相談



【目標】
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長野県司法書士会
主に高校生を対象に、多重債務に陥らないための知識
や、悪質商法の手口などの消費者教育を中心に、県内
各校に無料で講師を派遣します。

未成年のための市民法律
教室

上田警察署
いじめの相談を受けた場合に、関係機関と連携した対
応をします。

少年のいじめ対策

上田保健福祉事務所
思春期の心身の不調や不安を有する方、不登校や思春
期ひきこもりの方、発達障がい者の方とその保護者、
関係者の方を対象に心理士による相談を行います。

思春期心理相談

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

計画期間終了年度（２０２３
年度）までに全校で実施

全中学校
（１２校）

1校
（２０１８年度実績）

ＳＯＳの出し方に関する
教育を実施する公立中学
校数

「SOSの出し方に関する
教育」実施校アンケート

100.0％
（２０２３年度）

67.1％
（２０１８年度）

「悩んだり困ったとき、
誰かに相談しようと思
う」と考える生徒の割合



3　重点施策

　重点施策１　勤務問題対策
　　勤務問題による自殺の背景にはさまざまな要因がある中で、現状を把握するとともに、メンタ
ルヘルス対策、ハラスメント防止対策等についての周知・啓発活動を強化し、「働き方改革」を推
進し、働くすべての方が将来への展望を持ち得るように努めていきます。単に職域や各事業所で
の対策だけでなく、行政や地域の業界団体の役割も重要であるため、関係機関等と協働して勤務
問題による自殺リスクの低減に向けた取組を推進します。
 

26

第３章猿自殺対策における取組

第　

３　

章

担当課・団体内　　　　容取　　　組

人権男女共同参画課
地域でワークライフバランスに取り組む事業所の表彰
を通じて、地域のワークライフバランスの推進を図り
ます。

ワークライフバランス推進

雇用促進室
（上田市就労サポー
トセンター）

働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方
を自分で選択できる社会を目指し、関係機関等と連携
して「働き方改革」関連施策の周知を推進します。

「働き方改革」推進

長野県司法書士会

さまざまな労働に関する相談を専門の司法書士が無料
電話にて対応します。相談の内容により、専門の司法
書士の面接相談又は事件受託に移行したり、国や他の
労働に関する機関を紹介することにより相談者の問題
解決の方法についての助言を行います。

労働相談事業

長野県弁護士会
電話にて労働問題について２０分程度の無料法律相談を
実施します。

労働問題無料電話相談

東信労政事務所
産業カウンセラーが、労働者本人やその家族、会社関
係者からのこころの相談に対して、専門的な助言を行
います。

勤労者心の相談室
「陽だまりプレース」

東信労政事務所

さまざまな労働に関する相談に対応します。相談の内
容により、高度な知識を持つ専門家による労働相談に
移行したり、国や他の労働に関する機関を紹介するこ
とにより相談者の問題解決の方法についての助言を行
います。

労働相談事業

上田商工会議所
上田市商工会
真田町商工会

経営支援員並びに専門相談員による法律、融資、税務、
経営などの相談指導、関係機関との連携、情報提供を
行い、経営全般に関する問題に対応し、経営者や家族、
後継者に対し幅広い問題に関する相談を行います。

経営相談

上田商工会議所

上田・小諸・佐久商工会議所が連携し、事業承継支援
センターを運営します。広域専門指導員を配置し、事
業のスムーズな引継ぎやマッチングに関する相談、情
報提供に努めています。

東信ビジネスリレーセンタ
ーの運営



【目標】
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上田商工会議所
自殺予防週間、自殺対策強化月間に合わせ、各事業所
へ啓発活動を行います。

会報やホームページ等によ
る情報発信

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

男女共同参画に関する市民意識調査
40.0％
（２０２１年）

25.6％
（２０１５年）

ワークライフバランス
という言葉も内容も知
っている市民の割合



　重点施策２　生活困窮者、無職者、失業者対策
　　生活困窮や無職、失業状態にある方は、単に経済的な問題だけでなく、心身の健康や家族等と
の人間関係、ひきこもり等、さまざまな問題を抱えていることが考えられ、自殺リスクが高い傾
向があります。生活困窮者自立支援制度に基づく支援と自殺対策施策が密接に連携し、経済や生
活面の支援のほか、こころの健康や人間関係等の視点も含めた包括的な支援を推進します。
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福祉課
経済的に困窮し、複合的な課題を持つ方からの生活、
就労などに関する相談を広く受け止め、就労その他
の自立に向けたワンストップ型の支援を行います。

自立相談支援事業

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

福祉課
離職等により住居を喪失又は喪失の恐れのある方に
対し、一定期間家賃を支給するとともに就労に向け
た支援を行います。

住居確保給付金

福祉課
住居のない生活困窮者に一時的に宿泊場所を提供し
ます。

一時生活支援事業

福祉課
生活保護受給世帯の子どもを対象に家庭訪問により
学習支援を行います。

子どもの学習支援事業

福祉課

一般就労に向けた準備が整っていない生活困窮者又
は生活保護受給者を対象に、一般就労に従事する準
備としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支
援します。

就労準備支援事業

福祉課
生活困窮者を対象に家計に関する相談、債務や滞納
解消に関する相談に応じ、家計管理の支援や貸付の
あっせんを行います。

家計改善支援事業

福祉課
生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭
扶助を行います。

生活保護事務

福祉課
行政が独自に援助金等を支給し、本人及び世帯の自
立助長を図ります。

法外援護事務

学校教育課

経済的理由により、就学困難な児童・生徒に対し、
就学援助費として給食費・学用品費等を支給します。
また、特別支援学級在籍者に対し、就学奨励費を支
給します。

就学援助費と特別支援学級
就学奨励補助費事務

教育総務課

義務教育段階の就学援助制度に続く切れ目のない支
援として、経済的支援が必要な生徒に奨学金を支給
します。（非課税世帯を対象とした県の高校生等奨
学給付金の受給者を除く）

高校生を対象とした給付型
奨学金

子育て・子育ち支援課
子どもを養育しているひとり親家庭の生活の安定と
自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的
として、手当を支給します。

児童扶養手当支給
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雇用促進室
（上田市就労サポー
トセンター）
認定NPO法人侍学園
スクオーラ・今人
（若者サポートステ
ーション・シナノ）

就労・労働相談、無料就職紹介を行うとともに、就業
支援セミナーを実施し、学卒者に対する企業ガイダン
スや就職面接会を開催します。また、さまざまな事情
により自立、就職に至らない若者のカウンセリングや
保護者相談を実施します。

就職支援事業

上田公共職業安定所
（ハローワーク上田）

心配ごとや悩みを抱えている方又は精神科や心療内科
を受診している方で就労活動をされている方について、
精神保健福祉士が相談に応じます。

心配ごと・悩みごと相談

上田公共職業安定所
（ハローワーク上田）
認定NPO法人侍学園
スクオーラ・今人
（若者サポートステ
ーション・シナノ）

臨床心理士による就職に対するさまざまな心理不安や
悩みを抱える方を対象にアドバイスを実施します。

専門家による心の健康相談

認定NPO法人侍学園
スクオーラ・今人
（若者サポートステ
ーション・シナノ）

職場や学校・家庭において、さまざまな問題を抱えた人
たちの孤立を防ぎ、生活訓練や就労支援を行い、社会
参加を促します。

就労困難者の活動支援

長野県弁護士会上田
在住会

消費者金融、信販会社、商工ローン、ヤミ金融等多くの
クレジット・サラ金業者等から借入をしてお困りの
方々に対し、クレジット・サラ金専門の無料法律相談を
実施しています。

クレサラ無料相談

長野県司法書士会
無料電話相談窓口を開設し、専門の司法書士が消費者
金融から借入などの多重債務問題など、消費者トラブ
ルについて相談支援を行います。

クレサラ（多重債務）無料
法律相談

長野県司法書士会
信州上田医療センター
健康推進課

多重債務問題等を抱えている自殺未遂者のベッドサイ
ドに司法書士がおもむき相談に応じます。（長野県司
法書士会と上田市、信州上田医療センターとの連携事
業）

ベッドサイド相談

上田保健福祉事務所
長野県弁護士会上田
在住会

失業、倒産、多重債務の問題などについて専門家であ
る弁護士と連携し、弁護士による法律相談と合わせて
保健師による健康相談を実施することで自殺防止を図
ります。

くらしと健康の相談会

上田市民生委員・児
童委員協議会

住民の生活に関する相談に応じ、必要があれば関係機
関や社会資源につなぎます。

住民の生活支援活動（孤立
や孤独を防ぐための活動）

上田市社会福祉協議会

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金
の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済
的自立及び在宅福祉や社会参加の促進等を図り、安定
した生活を送れるようにします。

生活福祉資金貸付事業



【目標】
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上田市社会福祉協議会
要保護世帯又はこれに準ずる世帯に対し、応急救護の
ために貸付を行い、世帯更生の促進と地域社会の福祉
増進を図ります。

たすけあい資金貸付事業

まいさぽ上田

就労経験のほとんどない方やひきこもりの若者を対象
に、コミュニケーション・スキルやソーシャル・スキ
ルを仲間と共に学び、併せて就労体験のできる講座を
開催して、社会に一歩踏み出すための支援を行います。

コミュニケーション講座の
開催

まいさぽ上田

ひきこもりの若者を抱える家族を対象に、認知行動療
法の技法を応用した講座を開催します。ひきこもりの
メカニズムや問題行動の理解、家庭内暴力の予防、ポ
ジティブなコミュニケーションスキルの獲得などを学
び、家族関係の改善と若者と社会をつなぐための支援
を行います。

ペアレント・トレーニング
講座の開催

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

第３次上田市地域福祉計画

継続実施4,720件自立相談支援事業

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

継続実施17人住居確保給付金

継続実施2人一時生活支援事業

継続実施4人子どもの学習支援事業

継続実施9人就労準備支援事業

継続実施12人家計改善支援事業



　重点施策３　高齢者対策
　　高齢者は閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすいことから、地域包括
ケアシステムや地域福祉力の強化（我が事・丸ごとの地域づくり）などの施策と連動した事業の
展開を図る必要があります。高齢者特有の課題を踏まえつつ、多様な背景や価値観に対応した支
援、働きかけが重要なため、行政サービス、民間事業者のサービス、民間団体の支援等を適切に
活用し、生きることの包括的支援としての施策の推進を図ります。

１　包括的な支援のための連携推進

２　地域における要介護者に対する支援
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高齢者介護課
地域包括支援センター担当者会議やケア会議を開催、
介護保険運営推進協議会を開催し、各種福祉サービス
の調整を図ります。

地域包括支援センターの
運営

高齢者介護課

医療、福祉、法曹、警察、消防、介護の現場に携わる
住民など広くネットワークを構築し、意見等を聴取す
ることで、認知症の人への効果的な支援のあり方を検
討し、認知症施策総合推進事業を推進します。

認知症高齢者等支援ネット
ワーク推進事業

高齢者介護課

誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを
続けることができるよう、「住まい・医療・介護・介護
予防・生活支援」を地域で一体的に提供する地域包括
ケアシステムの拠点を設置します。

地域包括ケアシステム事業

担当課・団体内　　　　容取　　　組

高齢者介護課
高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等に関する総
合相談を行います。

介護相談

高齢者介護課
認知症の方や介護している家族の不安や悩みについて、
相談支援を行い、認知症に関する情報提供を行います。

認知症高齢者及び介護者の
総合相談事業

高齢者介護課
認知症を正しく理解し、地域で暮らす認知症の方やそ
の家族を支援する認知症サポーターの育成と、地域で
活動できる認知症サポーターの育成を推進します。

認知症サポーターの養成と
育成

高齢者介護課

地域での認知症の正しい理解を広げ、見守り支援をす
るとともに、認知症状の一つである徘徊により行方不
明になった際には、早期発見・保護が実施できるようネ
ットワーク体制を確立し、地域での認知症の方とその
家族を支援します。

認知症高齢者等見守りネッ
トワーク

高齢者介護課
在宅の寝たきりの高齢者に対して、理髪サービス又は
美容サービスを行い、保健衛生の向上及び福祉の増進
を図ります。

寝たきり高齢者等理髪・美
容サービス事業

高齢者介護課
心身機能の維持向上のための居場所（サロン）活動を
行います。

介護予防・日常生活支援総
合事業



３　社会参加の強化と孤独・孤立の予防
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第３章猿自殺対策における取組

第　

３　

章

担当課・団体内　　　　容取　　　組

高齢者介護課

必要な介護サービスを受けられるための手続きを行い
ます。（居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
・重度障害者等包括支援・短期入所・療養介護・生活
介護・施設入所支援・相談支援）

介護給付に関する事務

地域包括支援センター
地域包括支援センターで高齢者の総合的な生活相談に
応じます。

総合相談事業

担当課・団体内　　　　容取　　　組

高齢者介護課

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビ
リテーションに関する専門職が、高齢者の能力を評価
し、改善の可能性を助言するなど、他機関と連携しな
がら、介護予防の取組を総合的に支援します。また、
住民の通いの場、高齢者クラブ等を対象に、集団及び
個別指導を実施します。

地域リハビリテーション
活動支援事業

高齢者介護課
高齢者向けクラブ（地域在住の60歳以上の住民が健康
づくりや仲間づくりを目的に集まった団体）への活動
費の助成をします。

生きがい施策
（高齢者向けクラブへの　
活動助成）

高齢者介護課台帳を整備し、関係者と共有します。ひとり暮らし等施策

公民館
高齢者の生きがいづくりとして学習活動等の事業を実
施します。

高齢者の生きがいづくり
事業

高齢者介護課

介護認定を受けている方を介護している方に対して、
相互の交流、情報交換、また健康相談、講演会等の学習
の機会を提供することにより、介護者相互の心身の疲
れを癒し、元気の回復を図ります。

介護者の会・つどい

上田市社会福祉協議会
地区集会施設を利用して、高齢者の閉じこもり予防、
認知症予防を目的に、区単位でサロン（お茶のみ会等）
を行うことで孤立の防止を図ります。

ふれあいいきいきサロン
事業

高齢者介護課
高齢者が自主的に生きがいづくりや健康づくり、仲間
づくりに取り組む活動の場を提供し、活動の促進を図
ります。

高齢者（老人）福祉センタ
ーの整備

上田市社会福祉協議会

市の委託を受け、生活、健康等の相談をはじめ、健康増
進、教養文化の向上、憩いの場として、生きがい・仲
間づくりのクラブ活動等を実施する高齢者（老人）福
祉センターの管理・運営を行います。

高齢者（老人）福祉センタ
ーの管理・運営



４　生活の場の支援

【目標】
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第３章猿自殺対策における取組

第　

３　

章

担当課・団体内　　　　容取　　　組

住宅課
段差のない住宅を設置するなど、安心・安全で暮らしや
すい住宅を整備していきます。

高齢者世帯等に配慮した集
合住宅の整備

高齢者介護課
６５歳以上で経済的理由等により自宅での生活が困難な
高齢者への入所手続きを行います。

養護老人ホームへの入所

目標設定の考え方目標値現状値指　　標

第７期上田市高齢者福祉総合計画

50人25人認知症相談述べ相談者数

15,800人12,637人認知症サポーターの養成と育成

35人17人
寝たきり高齢者等理髪・美容サー
ビス事業（利用者）

35か所21か所
介護予防・日常生活支援総合事業
（サロン事業）

130か所107か所
地域リハビリテーション活動支
援事業

105クラブ99クラブ
生きがい施策（高齢者向けクラブ
への活動助成）



上田市自殺対策連携会議
　　上田市の関係部署や地域関係機関が自殺対策に関し共通の認識を持ち、連携協力するネット　
ワークを構築し、自殺予防の啓発活動を総合的かつ効果的に取り組むことができるよう、上田市
自殺対策連携会議を開催します。

【構成メンバー】
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第３章猿自殺対策における取組

第　

４　

章

第第第第第第第第第第第 44444444444 章章章章章章章章章章章 自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策のののののののののの推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進体体体体体体体体体体　自殺対策の推進体制制制制制制制制制制制

所　　　属部　局

広報シティプロモーション課政策企画部

庁内関係部署

総務課、危機管理防災課総務部

収納管理課財政部

市民参加・協働推進課、市民課、人権男女共同参画課市民参加協働部

生活環境課、住宅課生活環境部

福祉課、障がい者支援課、高齢者介護課、国保年金課福祉部

健康推進課、保育課、子育て・子育ち支援課健康こども未来部

商工課、雇用促進室商工観光部

サービス課上下水道局

教育総務課、学校教育課、生涯学習・文化財課
公民館教育委員会

消防警防課消防部

一般社団法人上田市医師会、一般社団法人小県医師会、一般社団法人上田薬剤
師会、上田警察署、上田保健福祉事務所、上田市自治会連合会、弁護士会等法
律関係機関、労働関係機関、福祉関係機関、教育関係機関、学識経験者等

地域関係機関



　　本計画に基づく施策を着実に展開するため、上田市自殺対策連携会議において、具体的な取組
状況を把握し、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の ４ 段階によるPDCAサ
イクルを推進し、関係部署、関係機関等と連携しながら、本計画の推進を図っていきます。
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第３章猿自殺対策における取組

第　

５　

章

第第第第第第第第第第第 55555555555 章章章章章章章章章章章 計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画のののののののののの進進進進進進進進進進行行行行行行行行行行管管管管管管管管管管　計画の進行管理理理理理理理理理理理

PDCA
サイクル



　資　料　編　

【資料1】　上田市自殺対策関連施策一覧

【資料2】　主な相談窓口一覧

【資料3】　自殺対策基本法

【資料4】　自殺総合対策大綱

【資料5】　計画策定の経過等



 1　上田市自殺対策関連施策一覧（基本施策と重点施策を除く）
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担当課自殺対策の視点事業概要事業名番号

項目1. 地域におけるネットワークの強化

子育て・
子育ち　
支援課　

子育て支援を行う関係団体同士のネットワークを強化し
ていくことは、自殺のリスクを抱えた保護者の早期発見
と支援の強化につながる。

子育て支援施設や子育て団体、関係機関とのネ
ットワークを推進し、多様な情報発信とさまざ
まな主体による子育て支援の仕組みを整えるこ
とにより、多面的な子育て支援を推進する。

子育て支援ネットワー
ク推進事業1

学校教育課

保育園、幼稚園、小学校、中学校間で、児童生徒の家族
の状況等も含めて情報を共有できれば、自殺のリスクを
抱える家庭を包括的・継続的に支援することができる。

保育園、幼稚園、小学校、中学校間で連携し、
スムーズな移行を図るとともに、希望や目標を
もって各学校に入学し、それぞれの学校生活に
スムーズに移行できる児童生徒を育てることを
目的とする。

幼保小中連携事業2

公民館
地域コミュニティの中で、「地域の子どもは地域で育て
る」意識を常に共有し、青少年の「孤立化」を防ぎ見守
る地域づくりにつながる。

地域の中で青少年を育成する意識の向上を図る
ことを目的に、青少年育成市民のつどいや地区
懇談会等を行っている。

地域の青少年育成支援
事業3

項目2. 自殺対策を支える人材の育成

項目3. 住民への啓発と周知

健康推進課

働き盛り世代の方たちに向けた健康づくりのアプローチ
施策を展開することにより、自殺対策を含めた包括的支
援につながる。

協会けんぽ長野支部との包括的連携協定に基づ
き健康づくり事業を双方の情報を共有しながら、
連携、協力を図り実施し、特定健診の受診率向
上や健康づくりの普及・啓発を目指す。

働き盛り世代の健康づ
くり事業1

障がい者
支援課

出前講座の中で、自殺問題とその対応についても周知す
ることにより、当該問題に関する家族等の理解促進につ
ながる。

家族等を対象に、障がいの態様別に出前講座を
開催する。障がい者福祉制度に関

する出前講座の開催2

障がい者
支援課

自立支援協議会の事務局である上小圏域障害者総合支援
センターの職員にゲートキーパー研修を受講してもらう
ことで、必要時には適切な機関へつなぐ等の対応につい
て理解を深めてもらい、自殺リスクを抱えた人の把握、
支援を拡充していくことができる。

障がいを理由とする差別の解消を推進するため、
上小圏域障がい者自立支援協議会に障害者差別
解消支援地域協議会の機能を付与し、相談や紛
争解決に努め、住民や民間事業者等に対し周知
・啓発を行う。

障がい者差別解消推進
事業3

広報シティ
プロモーシ
ョン課

「いのち支える自殺対策」等に関する具体的な取組等があ
る場合は、記者会見の報告項目に盛り込むことで、住民
に対し、施策の更なる周知と理解の促進を図る。

市長自らが、行政施策の発表を行うことにより、
新聞・テレビ等を通じて行政の情報がより効果
的に報道されることが期待される。このことに
より行政と住民との情報の共有化を促進し、住
民とのパートナーシップに基づく行政運営に資
することを目的としている。

 市長定例記者会見4

学校教育課

講演会のテーマとして自殺問題を取り上げることにより、
保護者の間で、子どもの自殺の危機に対する気づきの力
を高めることができる。
役員会の場で相談先の情報等をあわせて提供することで、
子どもへの情報周知のみならず、保護者自身が問題を抱
えた際の相談先の情報提供の機会とすることができる。

各小中学校ＰＴＡが主催する講演会に対し、講
演料の一部を補助する。上田市ＰＴＡ連合会に

よるＰＴＡ講演会コー
ディネート事業

5

人権男女共
同参画課
生涯学習・
文化財課

さまざま人権問題について啓発するなかで、生命の尊さ
を見つめ直す機会につながる。（人権同和教育係）

教育委員会及び関係団体等と連携し、人権意識
を高めるための啓発をし、いのちの大切さにつ
いても学ぶ機会とする。

人権啓発事業6

公民館地域の中で人権意識の向上を図ることを目的に、
地域懇談会等を行う。

地域の人権意識啓発促
進事業7

商工課
健康経営促進に向けたPR案の検討を行うことで、健康
経営の強化を図る起点にもなる。労働者への生きること
の包括的支援につながる。

商工会議所と連携した経営者支援セミナーや、
中小企業経営基盤強化事業の実施等を行う。地域産業の育成・発展

（経営者支援セミナー等）8

項目4. 生きることの促進要因への支援

総務課
ワークライフバランスを推進するため、時間外勤務の縮
減や休暇取得を促進し、職員の心身の健康を図ることが、
自殺対策につながる。

「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律」に基づ
くワークライフバランスの推進。

上田市特定事業主行動
計画1

収納管理課

突然の失職や病気など特別の事情により生活が困窮し、
期間内に市税等が納付できない場合は納税相談を行うと
ともに、その他の支援が必要な方に対しては関係機関の
相談窓口を案内する。

住民から納税に関する相談を受け付ける。
納税相談2

市民課

ガイドブックの中に、さまざまな生きる支援に関する相
談先の情報を掲載することで、住民に対して情報周知を
図ることができる。

行政のしくみや、役所における各種手続き方法、
助成制度などの情報のほか、暮らしに役立つ生
活情報を手軽に入手できるためにガイドブック
を発行する。

生活ガイドブックの発
行3
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担当課自殺対策の視点事業概要事業名番号

生活環境課

自殺に至る背景には、近隣関係の悩みやトラブル等が関
与している場合や、悪臭や騒音等の住環境に関するトラ
ブルの背景に精神疾患の悪化等が絡んでいる場合も少な
くない。
公害や環境に関する住民からの苦情相談は、それらの問
題を把握・対処する上での有益な情報源として活用でき
る可能性がある。

住民から公害・環境に関する苦情や相談を受け
付けるとともに、問題の早期解決を図る。

公害・環境関係の苦情
相談4

生活環境課

交通事故の加害者・被害者ともに、事故後にはさまざま
な困難や問題に直面し、自殺リスクが高まる可能性があ
る。
加害者・被害者の双方に相談の機会を提供することは、
自殺リスクの軽減にも寄与しうる。

交通事故に関する相談先の紹介を行う。

交通事故に関する相談5

住宅課
市営住宅使用料等の納付に関する指導及び相談時に、経
済的な支援等が必要と思われる方の情報を関係部局へ伝
達することにより、支援の接点となりうる。

市営住宅使用料等の納付に関する指導及び相談
を行う。市営住宅使用料等収納

対策6

福祉課

言語的、文化的な障壁に加えて、収入面でも困難な状況
にある場合、安定的な生活が送れず、自殺リスクが高ま
る可能性もある。
相談・助言を通じてその他の問題も把握・対応を進める
ことで、生活上の困難の軽減を図ることは、自殺リスク
の軽減にも寄与しうる。

特定中国残留邦人等とその配偶者の方で、世帯
の収入が一定の基準に満たない方を対象に、通
訳派遣や日常生活上の困難に関する相談・助言
を行う。

中国残留邦人等生活支
援事業7

障がい者
支援課

障がい者福祉事業と自殺対策事業との連携可能な部分の
検討を進めることにより、両事業のさらなる連携の促進
を図ることができる。

障害者基本計画、障がい福祉計画及び障がい児
福祉計画の成果目標に向けた推進を図り、次期
障害者基本計画、障がい福祉計画及び障がい児
福祉計画の策定を行う。

障害者基本計画・障が
い福祉計画・障がい児
福祉計画の策定と推進

8

障がい者
支援課

センター職員に、ゲートキーパー研修を受講してもらう
ことで、自殺対策の視点についても理解してもらい、問
題を抱えている場合には適切な窓口へつなぐ等、職員の
相談対応の強化につながりうる。

障がい者等の福祉に関するさまざまな問題につ
いて障がい者（児）及びその家族等からの相談
に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障
がい福祉サービスの利用支援等、必要な支援を
行う。加えて、関係機関との連絡調整、その他
障がい者等の権利擁護のために必要な相談支援
の基幹となる相談支援センターを運営する。

障害者基幹相談支援セ
ンター等機能強化事業9

障がい者
支援課

虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支援し
ていくことで、背後にあるさまざまな問題をも察知し、
適切な支援先へとつないでいく接点（生きることの包括
的支援への接点）にもなりうる。

障がい者虐待に関する通報・相談窓口を設置す
る。障がい者虐待の対応10

障がい者
支援課

上田市精神保健福祉のしおりに記載されている、生きる
支援に関連する相談窓口の情報を「上田市の福祉のしお
り」に入れ込むことで、障がい者やその家族等に対する
相談機関の周知の拡充を図ることができる。

障がい者とその家族に対して、各種福祉制度の
概要や手続き方法などを紹介するしおりを作成
・配布することにより、障がい者の方々がその
有する能力や適性、ライフステージに合わせて
適切なサービスを利用できるよう情報を提供し、
在宅生活の質の向上や社会参加の促進等を図る。

福祉のしおりの作成11

障がい者
支援課

手当の支給に際して、当事者や家族等と応対する機会を
活用することで、問題の早期発見・早期対応への接点に
なりうる。

日常生活が困難な心身障がい者(児)の福祉の増
進のための手当を支給する。障がい者(児)手当等事

務12

障がい者
支援課

手話奉仕員にゲートキーパー研修を受講してもらうこと
により、障がい者の中でさまざまな問題を抱えて自殺リ
スクが高まった方がいた場合には、適切な支援先につな
ぐ等、手話奉仕員が気づき役やつなぎ役としての役割を
担えるようになる可能性がある。

聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制度につ
いての理解ができ、手話で日常生活に必要な手
話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員
を養成する。

手話奉仕員養成事業13

高齢者
介護課

人材育成により、要介護者やその家族に対して適切な支
援を行うことで、不安や悩みが軽減し自殺要因を減らす
ことができる。

地域内の介護事業所等に勤務する職員の技術向
上を図ることにより、介護サービスの維持及び
向上を目指す。

介護職員人材確保推進
事業14

国保年金課

国民年金保険料の免除を希望される方、障害年金を申請
された方は、離職を含め生活面で困難な状況にある可能
性が高いと思われる。また、支払機関からの問い合わせ
には、可能な範囲内での情報の提供により支援のきっか
けとなりうる。

国民年金保険料の免除申請書、障害年金の請求
書の受け付け等を行う。

国民年金の受付業務15

国保年金課

保険税の滞納をしている方は、経済的な困難を抱えてい
る方も少なくない。
納付勧奨等の措置を講じる中で、当事者から状況の聞き
取りを行い、必要に応じてさまざまな支援機関につなげ
る等、支援への接点となりうる。

滞納している短期保険証窓口交付者及び限度額
適用認定証発行申請者へ対し、生活実態の聞き
取り等、納付相談を実施する。

短期保険証の窓口交付
事務及び限度額認定証
の交付事務

16
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国保年金課

医療機関を頻回・重複受診する方の中には、地域で孤立
状態にあったり、日々の生活や心身の健康面等で不安や
問題を抱え、自殺リスクが高い方もいると思われる。
訪問指導の際に状況の聞き取りと把握を行うことで、自
殺のリスクが高い場合には他機関につなぐ等の対応を行
うことができれば、自殺リスクの軽減にもつながりうる。

重複多受診者を訪問指導することにより、被保
険者の健康相談、適正受診の指導を行う。

重複多受診者訪問指導17

健康推進課

自殺予防月間において、自殺対策（生きることの包括的
支援）を取り上げることで、住民への周知、啓発の機会
になりうる。
計画の中で自殺対策について言及することで、自殺対策
との連動性を高めていくことができる。
こころの分野で自殺対策を取り扱う。

（1）計画の推進
　計画６分野の行動計画表の作成、課内推進会
議を行う。
（2）計画の周知・広報
　広報うえだ・行政チャンネル、有線において
健康づくりの情報を啓発する。

第三次上田市民健康づ
くり計画推進18

健康推進課

保健師を対象に、自殺のリスクや支援のポイント等に関
する研修を実施することで、自殺対策を踏まえた対応の
強化を図ることができる。

（1）母子健康手帳
　安全・安心な妊娠・出産・育児を応援するた
めの情報の掲載や、母子の健康状況を記録する
ための手帳を妊娠届時に交付する。
（2）妊婦一般健康診査
　妊娠期の健康や安全な出産ができるよう、妊
婦健診料を補助する。

母子健康手帳交付等19

健康推進課

産後は育児への不安等から、うつのリスクを抱える危険
が高い。出産直後の早期段階から専門家が関与し、退院
後も他の専門機関と連携して適切に支援を継続すること
ができれば、自殺リスクが軽減しうる。

分娩施設退院から一定の期間、助産師等の看護
職が母をケアし、身体的回復と心理的な安定を
促進する。産後ケア事業20

健康推進課
母親の負担や不安感の軽減に寄与しうる。
必要時には別の関係機関へとつなぐ等の対応を取ること
で、包括的な支援を提供しうる。

子どもの発達に関して心理発達相談員等、専門
職が相談に応じる。

心理発達相談・育児相
談、発達を促す相談、
ことばの相談

21

健康推進課

保健師や助産師に対し研修を行い、乳幼児を育てる母親
の抱えがちな自殺のリスクと対応につき理解してもらう
ことで、母親との面談時に異変や困難に気づき、問題が
あれば関係機関につなげる等、自殺対策を踏まえた対応
の強化を図ることができる。

子育てに困ったときの相談を保健師などが受け
るための相談専用電話を設置し、育児に関する
電話相談を行う。育児１１０番22

健康推進課

離乳食に関する相談を通じて、その他の不安や問題等に
ついても聞き取りができるのであれば、問題を早期に発
見し対応するための機会となりうる。

基本的な食生活を学ぶために、取り分け食の調
理実習や試食を含めた、離乳食に関する個別相
談を行う。

プレママクッキング、
乳児健診と教室での離
乳食の話、離乳食と食
事の相談

23

健康推進課

家庭の生活状況や抱える問題等を把握する貴重な機会と
なりうる。
貧困家庭への支援や虐待防止等の各種施策と連動させて
いくことで、乳幼児のみならずその親をも含めて包括的
な支援を展開できる可能性がある。

乳幼児が心身共に健やかに発育、発達するため
に内科医や歯科医、眼科医、整形外科医等の診
察を受けるとともに、保健師や管理栄養士、歯
科衛生士等専門職員が保健指導を行う。

乳幼児健康診査・教室24

健康推進課

さまざまな相談に応じることで、支援が必要な方々との
接触の機会となりうる。
相談の中で状況の聞き取りを行い、必要があれば他機関
につなぐ等の対応を取ることにより、支援への接点とな
りうる。

保健師による健康に関する相談を行う。

健康相談25

健康推進課

精神障がいを抱える方とその家族は、地域社会での生活
に際してさまざまな困難を抱えている可能性がある。
早期段階から社会復帰に向けた支援を専門医や保健師等
が展開し、当人や家族を包括的・継続的に支えていくこ
とで、自殺の軽減につながりうる。

精神障がい者の早期発見・早期治療・社会復帰
促進のため、保健師によるこころの相談を行う。精神障がい者の早期発

見・早期治療・社会復
帰促進

26

健康推進課
アルコールの問題を抱える方は自殺のリスクが一般的に
高く、家族も困難を抱えている場合が多い。断酒会の支
援をすることで自殺予防にもなりうる。

広報等で断酒会について啓発する。
断酒会の啓発27

健康推進課

精神障がいを抱える方とその家族の中でも、特に困難事
例とされる方は自殺リスクの高い方が少なくない。
個別支援を充実させることで、自殺のリスクが高い方々
の自殺防止に向けた有効な取組にもつながりうる。

困難事例対応精神障がい者（疑い含む）及びそ
の家族への個別支援の充実を図る。困難事例対応精神障が

い者と家族への個別支
援の充実

28

健康推進課
国保年金課

健康診断やメンタルヘルスチェックの機会を活かし、問
題がある場合にはより詳細な聞き取りを行うことにより、
専門機関による支援への接点になりうる。

４０歳未満の市民で、健診を受診する機会のない
方を対象に、健診を実施する。

４０歳未満の住民を対象
とした健康診査＝若年
健診

29

健康推進課

健康診断やメンタルヘルスチェックの機会を利用するこ
とで、問題に関する詳しい聞き取りを行ったり、必要な
場合には専門機関による支援につないだりする等、支援
への接点となりうる。

特定健康診査を受けた方に保健指導・健診結果
報告会を行う。生活習慣病予防30
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健康推進課

食生活に問題があり、生活習慣病等に罹患する方の中には、
生活苦や身近な支援者の不在など、日常生活上の困難を
抱えて自殺のリスクが高い人も少なくないと思われる。
推進員の講座の中に、自殺対策の視点を入れ込むことに
より、推進員が自殺のリスクを早期に発見し、適切な支
援先へつなぐ等の対応が取れるようになる可能性がある。

地域住民の食生活の改善を図ることにより、生
活習慣病等を予防するため、健康寿命の延伸を
目指す。食生活改善推進協議会

活動31

健康推進課

通常時間外で応急処置が必要な方の中には、精神疾患の
急激な悪化や家族の暴力等、自殺リスクにかかわる問題
を抱えているケースもあることが想定される。
ケースによっては必要な支援先につなぐ等の対応を取る
など、自殺対策と連動させることでより効果的な支援に
なりうる。

（1）休日在宅当番医事業
　休診日である日曜日や祝日に当番医が診療を
行う。
（2）平日夜間・深夜在宅当番医事業
　夜間に輪番病院が診療を行う。
（3）内科・小児科初期救急センター事業
　午後８時から午後１１時までの間、比較的軽症
な内科的な診療を行う。

休日・夜間等診療事業32

保育課

保育士にゲートキーパー研修を実施することで、保護者
の自殺リスクを早期に発見し、他の機関へとつなぐ等、
保育士が気づき役やつなぎ役としての役割を担えるよう
になる可能性がある。

・公立保育園・私立保育園などによる保育・育
児相談を実施する。
・保護者による家庭保育が困難な乳幼児の保育
に関する相談を行う。

保育の実施(公立保育
園・私立保育園など)33

保育課

保育料を滞納している保護者の中で、生活上のさまざま
な問題を抱えて、払いたくても払えない状態かつ必要な
支援につながっていない方の把握に努め、必要な相談窓
口を案内する。

（1）保育所等による保育料納入勧奨指導
　園長から滞納者への保育料の納入を呼びかけ
る。
（2）納入しやすい環境整備
　保育料の滞納縮減に努めるとともに、納入し
やすい環境を整える。 
（3）滞納整理の強化
　保育料等収納担当職員による滞納者への電話
催告や夜間訪問を実施し、収納業務を強化する。

保育料等納入促進事業34

保育課

子どもの預かりと養育の機会は、保護者や家庭の状況を
知る機会となる。
保護者や家庭が問題を抱えている場合には、必要な支援
先につなぐなど、支援への接点になりうる。

就労・疾病等で乳児の養育ができない保護者に
代わり、児童の健全育成を図る。家庭的保育事業35

子育て・
子育ち　
支援課　

子ども・子育て支援事業と自殺対策とを連動させること
により、妊産婦や子育て世帯への支援強化を図ることが
できる。

子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て
支援施策の推進を図る。子ども・子育て支援事

業計画の推進36

子育て・
子育ち　
支援課　

発達障がいを抱えた人や家族は、日常生活でさまざまな
生きづらさを抱え、自殺リスクの高い方もいる。
相談の機会を、そうした方の抱える問題を把握し、適切
な支援機関につなぐ機会にもなりうる。

０歳から１８歳までのお子さんで発達に関して心
配のある家族等の相談を受け、特性に適応した
支援を実施する。保育園や学校等関係機関との
連携を行い、支援の継続を図る。

発達に関する相談事業37

子育て・
子育ち　
支援課　

子育て支援コーディネーターや子育て支援センター職員
がゲートキーパー研修を受けることで、相談時や子育て
支援センター等の利用時に保護者の自殺リスクを早期に
発見し、他の機関へとつなぐ等、気づき役やつなぎ役と
しての役割を担えるようになる可能性がある。

子育て世代包括支援センター及び子育て支援セ
ンター等で子育て等に関する相談を行う。子育て等に関する相談

事業の実施38

子育て・
子育ち　
支援課　

相談員がゲートキーパー研修を受けることで、自殺のリ
スクを早期に察知し必要な機関へとつなぐ等の対応を強
化できる可能性がある。

家庭における適正な児童養育、その他家庭児童
の福祉の向上を図るための相談、指導を行う家
庭児童相談員を配置する。

家庭児童相談員による
相談事業39

子育て・
子育ち　
支援課　

自立支援員がゲートキーパー研修を受けることで、自殺
のリスクを早期に察知し、必要な機関へとつなぐ等の対
応を強化できる可能性がある。

ひとり親家庭等の相談に応じ、その自立に必要
な情報提供及び助言、職業能力の向上及び求職
活動に関する支援を行い、生活の安定、児童の
福祉の増進を図るため、母子・父子自立支援員
を配置する。

母子・父子自立支援員
による相談40

子育て・
子育ち　
支援課　

母子家庭は経済的困窮をはじめ、さまざまな困難を抱え
て、自殺のリスクの高い方もいる。
施設入所を通じて、そうした家庭を把握するとともに、
心理的なサポートも含めた支援を継続的に行うことで、
自殺のリスクの軽減にもつながりうる。

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にあ
る女子と、その看護すべき児童の母子生活支援
施設への入所を実施し、入所施設の実施運営費
を扶助することで、自立の促進のためにその生
活を支援する。

母子生活支援施設入所
措置41

子育て・
子育ち　
支援課　

子どもへの虐待は、家庭が困難な状況にあることを示す
一つのサインであるため、保護者への支援を通じて問題
の深刻化を防ぎ、自殺リスクの軽減にもつながりうる。
被虐待の経験は、子ども自身の自殺リスクや成長後の自
殺リスクを高める要因にもなるため、子どもの自殺防止、
将来的な自殺リスクを抑えることにおいても、児童虐待
防止は極めて重要である。

児童虐待防止対策の充実を図る。

児童虐待防止対策事業42

学校教育課

望まない妊娠や性被害等は、児童生徒の自殺リスクにつ
ながりかねない重大な問題である。
性に関する指導の際に、相談先の一覧が掲載されたリー
フレットを配布することで、児童生徒に相談先情報の周
知を図れる。

産婦人科などの助産師を講師として中学校に派
遣し授業を行うことで、生徒に向けた性に関す
る指導の充実を図る。性に関する指導推進事

業43
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学校教育課
発達障がいに関する庁内関係課同士の連携を進めること
により、包括的な支援体制の強化、生きることの包括的
支援（自殺対策）の向上にも寄与しうる。

発達支援連携会議を行う。（年6回、発達支援
に関する関係課による会議の開催）発達支援に関する情報

の共有及び連携会議44

学校教育課

不登校の子どもが相互に交流できる機会を提供すること
で、当事者同士のつながりの形成と強化を図ることがで
きる。

適応指導教室に通う児童及び生徒が、体験活動
や交流活動等を行うことを通して、自分の良さ
を見つめ直し、困難に立ち向かうたくましい体
や友達を思いやるやさしい心など「生きる力」
を身に付ける。

所外活動の開催45

生涯学習・
文化財課　

交流事業を通じて、学校とは違うコミュニティで自分の
役割や有用性を見出すことができれば、自己有用感の醸
成等に寄与しうる。

（1）上田市子ども会育成連絡協議会補助金
　子ども会活動の活性化を図る。
（2）上田市子ども会育成連絡協議による事業
　子どもたちの地域を越えた交流・各種体験の
機会創出
（3）野外体験活動の促進に向けた事業
　野外体験活動に関わる自治会関係役員を養成

子ども会育成会活動支
援・体験活動促進46

公民館
市民課

お互いに多様性を認め合い、対等な関係を築いていくき
っかけとする。孤独になりがちな外国人が公民館講座を
通じ、上田市民と知り合いになることで不安解消のきっ
かけになる可能性がある。

外国籍の住民と日本国籍の住民がお互いを理解
してよりよい生活を行うことを目的に各種講座
を行う。多文化共生社会講座47

公民館

「文化」「スポーツ」を共通手段として世代間交流を通じ
た地域づくりを進め、高齢者をはじめ、誰もが地域で集
い、憩うことのできる環境づくりにつながる可能性があ
る。

仲間づくりや生きがいづくりのほか、健康増進
や世代間交流を促進するために、文化展や各種
スポーツ大会を行う。交流事業48

公民館

地域に密着した親しみやすい公民館だより(各戸配布ま
たは回覧)を発行し、地域の多くの方に見てもらい、気軽
に最寄りの公民館に出かける機会を作り、生きがいづく
りや仲間づくりにつなげる。

各公民館で行われる講座や行事の情報やサーク
ル等の案内を地域の住民に定期的に広報する。公民館だよりの発行49

スポーツ
推進課

「夢の教室」を行うことにより、地域住民に夢や希望、生
きることへの活力を与える可能性が期待できる。

現役のＪリーグ選手やなでしこリーグ選手、そ
のＯＢ・ＯＧなどのサッカー関係者、及び、他
種目の現役選手、ＯＢ・ＯＧを「夢先生」とし
て、小学校に派遣し、「夢の教室」と呼ばれる授
業を行い、「夢を持つことの大切さ」、「仲間と協
力することの大切さ」などを講義と実技を通じ
て子どもたちに伝える。

JFAこころのプロジ
ェクト
「夢の教室」

50

項目5. 未成年者の自殺対策の強化    

生涯学習・
文化財課　

子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化
・多様化している。地域と学校が連携・協働し、子ども
たちと関わる中で、地域における人々のつながりが生ま
れ、自殺等の抑止力となる可能性がある。

統括コーディネーターや公民館が中心となり、
地域住民等が学校の応援団となって連携・協働
しながら「地域とともにある学校づくり」に取
り組む。
（1）ボランティア交流会（ネットワーク構築）
（2）ボランティア研修会、ガイドブック作成
（スキルアップ）
（3）広報啓発活動　等

信州型コミュニティス
クール
「地域とともにある学
校づくり」

1

生涯学習・
文化財課　

街中の徘徊など、一見すると「非行」と思われる行動が、
実は青少年にとっての「SOS」である場合も少なくない。

青少年の非行防止、健全育成を図るための事業
を実施する。
（1）街頭補導
（2）電話相談窓口を設置
（3）青少年健全育成のための広報啓発活動
・補導センターだより、非行防止チラシ等

少年育成センター事業2



２　主な相談窓口一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆　上田市内　精神科・心療内科医療機関　◆

◆　相談機関　◆
【健康】
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資　

料　
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診療時間住　所医療機関名称（50音順）〔電話〕
・月、火、金　１０：００～１３：３０、１５：００～１９：００
・土　９：００～１２：３０、１４：００～１８：００
・木　１０：００～１３：３０、１５：００～１８：００ ※不定休あり
＊受付終了時間は診療時間終了の３０分前

天神１-８-１
パレオ３階

あきメンタルクリニック
〔電話　0268-71-0036〕　
 ＊予約制

・月～土　８：３０～１１：３０（初診の受付は１０:３０まで）
・月、火、木、金　１４：００～１７：００（初診の受付は１６:００まで）

中央西
１-１-２０

安藤病院
〔電話　0268-22-2580〕　

・月～土　８:３０～１２:００（受付時間　７:３０～１１:００）
・月、木、金  １４：００～１６：００（受付時間  １３：００～１５：００）中央東４-６１

千曲荘病院
〔電話　0268-22-6611〕　
 ＊予約制

・月　８：３０～１１：００
・火、第１・３・５金　１３：００～１７：００
・水、第２・４土　８：３０～１２：００
・木、第１・３土　８：３０～１２：００、１３：００～１７：００

常田３-１５-５８
TOSHIビル
１階

メンタルクリニック上田
〔電話　0268-22-6690〕　
 ＊予約制

・月、水～土　９：００～１２：３０
　（受付時間　７：３０～１１：３０）
・火　９：００～１２：３０（受付時間 ７：３０～１１：３０）
　　　１４：００～１７：３０（受付時間 １３：３０～１６：３０）

塩川３０５７-１
メンタルサポートそよかぜ病院
〔電話　0268-35-0305〕　
 ＊初診予約制  

電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６８-２３-８２４４相談のうえ決定精神保健福祉相談員による
こころの相談（要予約）上田市役所　健康推進課

０２６８-２３-８２４４相談のうえ決定ひきこもり個別相談

０２６８-２３-８２４４
０２６８-４２-１１１７
０２６８-７２-９００７
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）　
８：３０～１７：１５

保健師によるこころの健康に関
する相談

上田市役所　健康推進課
丸子保健センター
真田保健センター
武石健康センター

０２６８-２５-７１４９

月～金曜日（祝日・年末年始
を除く）　８：３０～１７：１５

保健師によるこころの健康に関
する相談

上田保健福祉事務所
偶数月：第１火曜日
奇数月：第１木曜日
毎月：第３水曜日
１４：００～１６：００

精神科医師によるこころの健康
に関する相談（要予約）

第４木曜日
１３：００～１６：００

心理職における思春期におけるこ
ころの健康に関する相談（要予約）

０２６-２２７-１８１０月～金曜日（祝日・年末年始
を除く）　８：３０～１７：１５こころの健康に関する電話相談

長野県
精神保健福祉センター ０５７０-０６４-５５６

月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）　
９：３０～１６：００

こころの健康相談統一ダイヤル
〝消えてしまいたい〟〝家族や知
人に死にたいと訴えている人が
いる〟〝身内が自死してつらくて
どうしようもない〟などの自殺
に関する電話相談

０２６５-８１-９９００毎日　１７：３０～翌朝　８：３０
緊急に精神科医療機関を必要と
する方やその家族などを対象と
した電話相談

長野県精神障がい者在宅
アセスメントセンター
「りんどう」



【生活・福祉】
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電話番号相談日・時間相談内容相談機関
０２６８-２３-５３７２
０２６８-４２-１１１８
０２６８-７２-２２０３
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

生活に関する相談上田市役所　福祉課
　丸子市民サービス課
　真田市民サービス課
　武石市民サービス課

０２６８-２３-５１５８
０２６８-４２-１１１８
０２６８-７２-２２０３
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

障がいに関する相談上田市役所障がい者支援課
　丸子市民サービス課
　真田市民サービス課
　武石市民サービス課

０２６８-２７-２９８８

奇数月第２・４木曜日
１０：００～１２：００
偶数月第４木曜日
１０：００～１２：００

女性弁護士による法律相談

市民プラザゆう

０２６８-２７-３１２３
火曜日　１１：００～１８：００
木曜日　１０：００～１７：００
第２・４土曜日　１０：００～１７：００

女性相談員によるなんでも
相談

０２６８-７５-２５３５月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１２：００　１３：００～１６：００

消費生活相談、市民相談、多
重債務相談

上田市役所
上田消費生活センター

０２６８-２２-４１４０第２・４金曜日（祝日、年末年始を除く）
１３：００～１６：００

弁護士による法律相談上田市役所　生活環境課

０２６８-２７-８０８０
０２６８-４２-００３３
０２６８-７２-２９９８
０２６８-８５-２４６６

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

心配ごと相談
（介護、福祉サービス、家庭
内の問題等）

上田市社会福祉協議会
　上田地区センター
　丸子地区センター
　真田地区センター
　武石地区センター

０２６８-７１-５５５２月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

生活や就労などの悩みに関
する相談まいさぽ上田

０２６８-２８-５５２２月～土曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１８：００

障がいのある方や家族の相
談・支援

上小圏域地域障害者自立
生活支援センター

０２６８-２７-２０３９月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１８：００

障がいのある方の就業や生
活に関する相談・支援

上小圏域障害者就業・生
活支援センター（シェイ
ク）

０２６８-２７-２０９１月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

成年後見制度についての相
談

上小圏成年後見支援セン
ター

０２６８-２７-６０４９月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

法律相談全般
（相談先のご案内）

長野県弁護士会
上田在住会

０２６-２３２-９１１０月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
１２：００～１４：００

消費者トラブル・少額トラブル
（経済問題）常設電話相談

長野県司法書士会 ０２６-２３２-２１１０木曜日（祝日、年末年始を除く）
１２：００～１５：００成年後見常設電話相談

０２６-２３２-２１１０水曜日（祝日、年末年始を除く）
１７：００～１９：００労働トラブル常設電話相談

０１２０-２７９-３３８２４時間３６５日暮らしの中での困りごとや
各種専門相談よりそいホットライン



【仕事】

【子ども】
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電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６８-２６-６０２３月～木曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１２：００

求職・労働相談・職業紹介上田市役所　雇用促進室
（上田市就労サポートセンター）

０２６-２２５-８５３３
※事業主による相
談をお受けします

９：００～１７：００
（相談日は電話で確認）

事業場が抱えるメンタルヘ
ルス対策に関する相談（要予
約）

長野産業保健総合支援セ
ンター

０２６８-２３-８６０９月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

職業相談及び就労支援上田公共職業安定所
（ハローワーク上田）

０２６８-２２-４５００月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：３０

経営相談・事業承継相談上田商工会議所
東信ビジネスリレーセンター

０２６８-４２-２２１３
（丸子本所）
０２６８-８５-２８２３
（武石支所）

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

経営相談・事業承継相談

上田市商工会

０２６８-７２-４０５０月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

経営相談・事業承継相談真田町商工会

０２６-２３２-２１０４月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１７：００

労働問題無料電話相談長野県弁護士会

０２６８-２３-１６２９
（専用電話）

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

労働相談（常設）

東信労政事務所
０２６８-２５-７１４４月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

８：３０～１７：１５
その他の労働相談に関する
問い合わせ

電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６８-２３-４４４４月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

育児に関する電話相談
（育児１１０番）上田市役所　健康推進課

０２６８-２３-２０００月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

ひとり親家庭・児童に関する
相談

上田市役所　
子育て・子育ち支援課

０２６８-２４-７８０１月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
８：３０～１７：１５

０歳から１８歳までの子どもの
発達に関する相談

上田市役所
発達相談センター

０２６８-２３-８２４４
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

妊娠・出産・子育てについて
の相談
【母子保健コーディネーター】

上田市役所
子育て世代包括支援セン
ター（健康推進課、子育
て・子育ち支援課） ０２６８-７５-２４１６

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

子育てに関する情報や支援
を紹介
【子育て支援コーディネーター】

０２６８-２２-８０８０月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００青少年電話相談上田市少年育成センター

０２６８-２７-０２４１月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
９：００～１６：００

不登校や学校生活に関する
相談上田市教育相談所

０１２０-９９-７７７７毎日（年末年始を除く）
１６：００～２１：００

１８歳までのこどもがかける
専用電話チャイルドラインうえだ



【高齢者】

【その他】

３　自殺対策基本法

４　自殺総合対策大綱

　　「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱」についての詳細は、厚生労働省ホームページ自殺対策 を
ご覧ください。
＊厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp/index.html
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電話番号相談日・時間相談内容相談機関
０２６８-２３-５１４０
０２６８-４２-１１１８
０２６８-７２-２２０３
０２６８-８５-２０６７

月～金曜日　８：３０～１７：１５

高齢者の健康・福祉・介
護・認知症などに関する
相談

上田市役所高齢者介護課
　丸子市民サービス課
　真田市民サービス課
　武石市民サービス課

０２６８-２９-２２６６月～金曜日　８：３０～１７：１５神川地域包括支援センター

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

０２６８-２６-７７８８月～金曜日　９：００～１８：００中央地域包括支援センター

０２６８-２５-１１０１月～金曜日　８：３０～１７：３０西部地域包括支援センター

０２６８-２２-２３６０月～土曜日　８：３０～１７：３０城下地域包括支援センター

０２６８-２７-２８８１月～金曜日　８：３０～１８：００
土曜日　８：４０～１２：３０神科地域包括支援センター

０２６８-３７-１５３７月～金曜日　８：４０～１７：３０
土曜日　８：４０～１３：００塩田地域包括支援センター

０２６８-２６-１１７２

月～金曜日　８：３０～１７：１５

川西地域包括支援センター

０２６８-４２-００１５丸子地域包括支援センター

０２６８-７２-８０５５真田地域包括支援センター

０２６８-４１-４０５５武石地域包括支援センター

※相談日・時間についてはいずれも祝日、年末年始を除きます。

電話番号相談日・時間相談内容相談機関

０２６-２２３-４３４３
１１：００～２２：００

こころの苦しさ・悩みに
関する相談

長野社
会
福
祉
法
人　
　

長
野
い
の
ち
の
電
話

０２６３-２９-１４１４松本

０５７０-７８３-５５６１０：００～２２：００ナビダイヤル



５　計画策定の経過等

上田市自殺対策計画策定の経過
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内　容会議名等日　程

・策定体制、スケジュール等の決定部長会議２０１８年
７月５日

・１０部局２５課による１１５事業棚卸し（庁内関連事業の把握）の実施７月２０日～
８月１０日

・地域の自殺実態の共有
・自殺対策の理念、目標の共有
・庁内関連事業の確認
・地域関係機関・団体等の把握、確認
 　（「自殺対策検討会議」の構成検討）

第１回上田市自殺対策計画策定庁内会議

８月２４日

・知事メッセージ、市町村間の意見交換上小圏域いのち支える市町村キャラバン９月６日

・計画素々案についての協議第２回上田市自殺対策計画策定庁内会議１０月１日

・地域のさまざまな活動の把握
・計画素々案についての意見交換

第１回上田市自殺対策計画策定検討会議１０月１６日

・行動計画素案作成
　（パブリックコメント用資料）
・評価指標等について協議
・計画推進体制について協議

第３回上田市自殺対策計画策定庁内会議

１０月２９日

・計画案に対する意見を募集
（健康プラザほか８か所、市ホームページ
にて）

パブリックコメントの募集１１月８日～
１２月１０日

・パブリックコメント意見の検討、反映
・計画（素案）の取りまとめ
・計画推進体制設立について

第４回上田市自殺対策計画策定庁内会議２０１９年
１月２２日

・計画（素案）について意見交換
・計画推進体制設立について

第２回上田市自殺対策計画策定検討会議１月２５日

・「上田市自殺対策計画」策定部長会議２月１４日



上田市自殺対策計画策定検討会議委員名簿

オブザーバー
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氏　名職　名機関名

浦 部 秀 幸副会長上田市自治会連合会1

遠 藤 謙 二千曲荘病院院長上田市医師会選出　
　精神科医2

清 野 和 子次長東信労政事務所3

大 池 賢 一生活安全課長上田警察署4

小 高 康 正企業情報学部　教授長野大学5

佐 藤　 暁主任児童民生員部会　部会長民生児童委員会6

篠 崎 晋 也監督・安全課長上田労働基準監督署7

篠 原　 寿統括職業指導官上田職業安定所8

鈴 木 由 美 子健康づくり支援課長上田保健福祉事務所9

千 野 祐 樹社会問題対策委員長野県司法書士会10

遠 山 千 絵 美医療ソーシャルワーカー信州上田医療センター11

戸 島 喜 幸厚生部担当　副会長上田薬剤師会12

平 形 有 子教頭認定NPO法人侍学園スクオーラ・今人13

藤 井 志 織上田支部自殺予防担当長野県弁護士会14

細 川 裕 夫所長まいさぽ上田15

水 上 明 美センター長塩田地域包括支援センター16

元 島　 生統括コーディネーターよりそいホットライン北信越地域センター17

矢 ヶ 崎 雅 哉事務局長上田商工会議所18

吉 田 朋 孝メンタルサポート
そよかぜ病院院長

小県医師会選出　　
　精神科医19

氏　名職　名機関名

塩 津 博 康社会福祉学部　准教授長野大学　
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